■改正建築基準法・改正建築士法に関する質疑回答　　　　　　　　　　　　　　　　H19.8.20
	質　疑
	回　答

	【建築基準法】

①液状化の判定時の最大加速度は、建築基礎構造設計指針2001年版に記載されている加速度（中小地震時150gal、大地震時350gal)として良いのか。また、地域係数の考慮(中小地震時150*0.8=120gal、大地震時350*0.8=280gal)は可能か。
②大地震時の直接基礎・杭基礎の構造計算が無い場合は確認申請の再提出となるのか。
③中小地震時に耐力壁の水平力負担が50％を超える場合等ラーメン架構の応力割増を行う必要がある場合、一貫計算外で応力を割増し一貫計算外で断面算定を行うのは問題ないのか。
④改正建築基準法・建築士法及び関係政省令等の解説で、建物に靭性を期待して設計する場合、「相当する塑性変形量に達するまでの段階までせん断破壊を防止する必要がある」とあるが「相当する塑性変形量」の最大値はいくらか。
⑤改正建築基準法・建築士法及び関係政省令等の解説で、図6.1-23　崩壊メカニズムの例　ロ、ハ　の崩壊メカニズム形成状態について「特定の外力分布を設定して計算する場合にあっては、崩壊メカニズムの未形成の階についても、特定階に崩壊メカニズムが形成された時の層せん断力をもって保有水平耐力とみなす。」とあるが、崩壊メカニズムが未形成である階が保有水平耐力を満足するようにAi又は、Qunの外力分布によらず任意に外力分布を設定し特定階に崩壊メカニズムが形成された時の各階保有水平耐力を採用して良いということか。
⑥構造計算書の構成は、一貫計算ソフトで計算した部分と二次部材・基礎部分等一貫計算ソフトで計算できないもので分けてまとめて問題ないでしょうか？

⑦ラーメン構造の建物で部分的にフレーム内、壁が厚い（600mm程度)場合、壁厚が厚い部分は壁自体の剛性・耐力が大きく壁周囲に柱・梁を設ける必要が無いと判断できるが、一貫計算プログラムの入力上（壁の配置指定のため）、壁周囲に柱・梁を設ける必要がある。このような壁周囲の柱・梁は計算上、柱・梁を設けるが実際の工事では柱・梁の配筋をしない（交差部等の配筋は行います）という考えで問題ないでしょうか？（梁断面は、梁巾=壁厚、梁成は設定する階の一般的な梁成。柱断面は、柱巾=柱成=壁厚とする）

⑧柱梁接合部の計算は、ルート3の場合、許容応力度・終局共の必須でしょうか？ 

⑨根拠を示せばバネ設定は問題無でしょうか？

⑩一貫計算のメッセージで所見・根拠を示して納得してもらえればどのレベルのメッセージ（適用範囲外、警告、注意）でも問題ないのでしょうか？


	①良い。地域係数の考慮も可能です。

②個別の具体案件によります。規模等により、大地震時の直接基礎・杭基礎の検討が必要となります。

③問題ありません。

④建築物のじん性等によるため、一概には定義できません。
⑤2007年度版建築物の構造関係技術解説書の第６章平１９国交告第５９４号第４の解説によります。

⑥問題ありません。

⑦個別の具体案件によります。

⑧必須となります。

⑨2007年度版建築物の構造関係技術基準解説書に準拠します。

⑩個別の具体案件によります。




